
10:00～10:20

地区日時 実施場所 実施時間
上戸沢自治会館 9:15～ 9:30
下戸沢自治会館 9:35～ 9:50
引の田伊藤商店前 9:55～10:05
ｻﾝﾀｳﾝ玉川自治会館 10:15～10:25
谷村第二小学校前 10:35～11:00
法能自治会館 11:05～11:20
住吉球場入口 11:25～11:40
菅野公民館前 13:00～13:15
旧大野屋商店前 13:25～13:40
細野橋 13:45～13:55
上水道第5水源前 14:05～14:20
中小野自治会館 14:25～14:40

三
吉
・
開
地

４
月
11
日（
月
）

緑町公民館 14:50～15:10
曽雌自治会館 9:00～ 9:10
大平盛里運送前 9:20～ 9:35
盛里地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 9:45～10:05
与縄営農指導ｾﾝﾀｰ 10:15～10:35 
ｻﾝﾀｳﾝ井倉地内 10:40～10:45
井倉集会場 10:55～11:20
禾生地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 11:30～11:55
保寿院前 13:00～13:30
月見ヶ丘自治会館 13:35～13:50
川茂自治会館 14:00～14:15
小形山自治会館 14:25～14:45
田野倉公民館 14:55～15:20
宿公民館 15:25～15:40

盛
里
・
禾
生

４
月
13
日（
水
）

東部集会所 15:50～16:05

地区 日時 実施場所 実施時間
鶴水園
田原団地3号棟前
上町自治会館前
市役所駐車場
ぴゅあ富士駐車場
高尾神社公園
専念寺前
深田水神宮前
都留警察署駐車場15:00～15:30
一の橋 9:30～ 9:45
上大幡公民館 9:55～10:15
美富士農協宝支店前 10:25～10:45

谷
　
村

４
月
15
日（
金
）

宝地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 10:55～11:15
旧平栗分校 11:30～11:40
厚原自治会館 13:00～13:15
金井志村商店駐車場 13:20～13:35
羽根子長生寺入口 13:40～14:00
鷹の巣消防会館 14:10～14:30
市立病院駐車場 14:35～15:00
十日市場自治会館 9:00～ 9:30
下夏狩自治会館 9:40～10:00
上夏狩公民館 10:10～10:30
境公民館 10:40～11:00
東桂地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 11:10～11:40
宮下公民館 13:15～13:35
古渡自治会館前 13:45～14:05

東
　
桂

４
月
20
日（
水
） 大沢橋 14:15～14:45
沖公民館 14:55～15:10
鹿留大野防火水槽前 15:20～15:30

宝

４
月
18
日（
月
）

13:10～13:30
13:40～14:00
14:10～14:25

11:00～11:30

14:35～14:55

9:15～ 9:50

10:30～10:50

集団注射　3,400円
病院注射　3,900円
訪問注射　4,600円

①台帳と照合するため、通知
書を必ず忘れずに持参してく
ださい。
②通知書のない方でも、生後
91日以上の犬を飼っている方
は、注射を受け登録をお願い
いたします。
③首輪は必ずつけ、犬をおさ
えることができる飼主がお連
れください。
④予防注射の事故防止のた
め、食欲のない犬や妊娠末期
の犬など、病気などの症状の
ある場合は、担当の獣医師に
申し出てください。
また、当日は大変混雑いた

しますので、注射料はおつり
のないようお願いします。
※新規で登録する犬について
は、登録料として3,000円が別
にかかります。

平成17年度の登録・予防注射を実施します。最寄りの会場で必ず受けてください。
なお、登録は生涯一回ですが、飼犬が死亡した時や犬の所在地・飼い主の住所変更があった時などは、地域振興

課環境保全室まで届け出てください。予防注射については、従来と同様に年一回、受けなければなりません。

3月5日、甲府市の
県民文化ホールにお
いて、第57回消防記
念日式典が行われま
した。
この式典は、昭和

23年3月7日に、消防
組織法が施行され現在の自治体消防が発足したの
を記念して、毎年開催されております。
式典において、消防行政に多大な功績のあった

消防関係団体、また消防職、団員などが表彰され
ました。

精績章　副団長　平井保正
精績章　分団長　外川英敏

勲功章　副分団長　清水一夫
勲功章　副分団長　志村一男

都
留
市
消
防
本
部
で
は
、
全
消

防
職
員
を
対
象
に
Ａ
Ｅ
Ｄ（
自
動
体

外
式
除
細
動
器
）の
講
習
会
を
実
施

し
ま
し
た
。

心
肺
停
止
患
者
に
対
す
る
救
命

率
の
向
上
を
図
る
た
め
に
法
改
正

が
行
な
わ
れ
、
一
般
市
民
で
も
心

肺
停
止
患
者
に
対
し
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
を

使
い
除
細
動（
電
気
シ
ョ
ッ
ク
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行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
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除
細
動
は
、
心
肺
停
止
患
者
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多
く
に
対
し
て
一
般
市
民
も
行
な

う
こ
と
の
で
き
る
救
命
の
た
め
の

最
も
有
効
な
対
処
法
で
あ
り
、
今

「
Ａ
Ｅ
Ｄ
講
習
会
」を
実
施
し
ま
し
た

後
は
市
民
へ
の
応
急
手
当
普
及
啓

発
活
動（
普
通
救
命
講
習
会
）に
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
講
習
を
導
入
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

第57回消防記念日
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